
   

西日本鉄道株式会社に対する業務監査の実施結果 

項  目 主 な 取 組 み 状 況 等 所         見 
１．運賃等に関する事項 
 (１) 関係法令、通達に基づく諸手続等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(２) 連絡運輸・乗継割引・企画乗車券 
  ① 連絡運輸、乗継割引 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
西日本鉄道株式会社（以下「西日本鉄

道」という。）における過去５年間の運賃

等の変更認可の手続き等については、平

成１４年度に１件、平成１５年度に１件、

平成１７年度に１件の届出の実績があっ

た。 
 
 
 
 
 
福岡市交通局、九州旅客鉄道（以下「Ｊ

Ｒ九州」という。）、島原鉄道株式会社の

各社局との間で連絡乗車券を発行してい

る。 
乗継割引金額については、福岡市交通

局との間で実施しており、利用区間に応

じて普通旅客運賃大人で２０円または６

０円（西日本鉄道１０円または３０円、

福岡市交通局１０円または３０円）、定期

旅客運賃（通勤）で５％または１０％の

 
関係法令、通達に基づき適正に処理さ

れている。 
 
西鉄福岡（天神）駅、大牟田駅、西鉄

久留米駅、貝塚駅、西鉄二日市駅、太宰

府駅については、運賃表等の掲示、関係

規定類等の駅への備え付け、マニュアル

等に基づく運賃表修正表示等についても

適正に処理されている。 

 
 
今後、乗換駅における利用者の利用実

態、連絡運輸の導入効果、精算のための

コスト、対象事業者の意向等を総合的に

判断しつつ、利用者サービスの向上のた

めの連絡運輸の拡大について運輸関係事

業者と検討することが望まれる。また、

乗継割引については、基本的には経営判

断の問題であると承知しているが、運輸

政策審議会答申（第１９号）等にもある

ように、異なる事業者間を乗り継ぐ旅客



   

 
 
 
 
 
   

② 企画乗車券 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）カード式乗車券 
 
 
 
 
 
 
 

割引を実施している。 
 
 
 
 
 
企画乗車券について、平成１８年度に

おいては、他社と連携した「太宰府・柳

川観光きっぷ」など８種類の通年商品の

他、他の観光施設等と連携した「九州国

立博物館きっぷ」など合計１７種類の企

画乗車券を発売した。また、パンフレッ

ト、ポスター、広報誌等を作成して、駅、

車内、ホームページで宣伝活動を実施し、

企画乗車券の販売促進及び鉄道利用促進

に努めているところである。 
 
磁気カード乗車券については、平成１

１年度から西日本鉄道天神大牟田線及び

バス、福岡市交通局で利用可能であって

カードを自動改札機に投入することで入

出場が可能な磁気式プリペイドカード

「よかネットカード」、平成１３年１月か

ら大牟田線（西鉄福岡（天神）駅・二日

市駅間）で利用が可能なカード式回数券

については、運賃の割高感が強く、これ

を是正することが求められていることに

鑑み、利用者ニーズも見極めつつ、可能

な限り当該割引の拡大について検討する

ことが望まれる。 

 
今後、３連休の増加、レジャー等の多

様化、訪日外国人旅行者の増加等を踏ま

え、観光目的の需要の喚起の観点から、

多様な利用者ニーズの的確な把握、関係

事業者との調整等により、さらに利用し

やすい良質な企画商品の設定について検

討することが望まれる。 

 

 

 
 
ＩＣカード導入に際しては、福岡市交

通局、ＪＲ九州との導入時期が異なるこ

とも踏まえ、旅客に対する周知を徹底し、

スムーズに運用を開始することが望まれ

る。 

 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）駅務機器類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）運賃の誤表示、誤収受 
 
 
 
 

「パルカード４０」を販売している。平

成１８年度の販売実績は、全券種合計で

約７８万枚、金額で約３２億円となって

いる。 
平成２０年春からＩＣカード「ｎｉｍ

ｏｃａ（ニモカ）」の導入を予定しており、

福岡市交通局及びＪＲ九州との共通化に

ついても検討を行っている。 

 
自動券売機、自動改札機、自動精算機

等の設置については、乗降人員、旅客流

動等を考慮し設置台数、設置場所を決定

することとしている。 

 
 
 
 
 
 
 
平成１７年５月にプログラムの不具合

による誤収受が１件発生している。発覚

後、速やかな事実関係の報告、運賃返還

等の措置を講じたほか、各現場への再発

防止の通達等の改善に向けた取り組みが

 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後、自動券売機・自動改札機等の更

新に当たっては、誤収受等が発生しない

ようなものにするとともに、利用者に使

いやすいものにしていくことが求められ

る。 

また、駅務機器等の更新時に乗降実績、

機器処理能力等を勘案し、また、旅客の

滞留等が発生しないようピーク時等の利

用状況を確認したうえで、適切な台数を

設置することが望まれる。 

 

今後とも、再発防止に積極的に取り組

むことが必要である。 
 
 
 



   

 
 
（６）無料乗車券 
 
 
２．情報提供に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進められてきているところである。 

 
株主等を対象とするもの以外は、発行

実績がない。 
 
西日本鉄道においては、ホームページ

により、財務等に関する情報、運賃に関

する情報、安全・サービスに関する情報

（全駅の構内図、エレベーター・エスカ

レーター・多目的トイレの位置等のバリ

アフリーに関する情報、列車の運行状況

に関する情報（３０分以上の遅延の発生

または運休及び台風、大雪等により遅延

または運休の見込みがある場合おける状

況の詳細を含む。）など）を提供している。

また、携帯電話対応のホームページで

は、列車の運行状況に関する情報等、リ

アルタイムに提供する必要性が高いもの

や、各駅の時刻表、運賃検索等について

提供を行っている。 
このほか、総合パンフレットやリーフ

レット等を駅に備え、路線図、企画切符、

運賃、利用案内、駅周辺観光案内等を周

知しているほか、広報誌「コンパス」を

利用者と西日本鉄道をつなぐコミュニケ

 
 
 
 
 
西日本鉄道は、積極的な情報提供に努

めており、概ねガイドラインに沿って充

実した情報の提供が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 
３．案内情報（利用者に対する案内）に関

する事項 
（１）利用者に対する案内に係るマニュア

ル等の整備状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）列車内における案内情報 
 
 
 
 
 
 

ーションマガジンとして位置づけ、２ヶ

月に一回発行し各駅等に備えている。 
 
 
 
駅構内に設置する利用者の案内表示に

ついては、平成元年１２月に策定した「営

業標識製作規定」や、仕様書に基づき、

統一的な案内表示を行っているほか、乗

務員が車内放送を行う際のマニュアルと

して「車内案内要領集」（平成１９年５月

改訂）、駅員が構内放送を行う際のマニュ

アルとして「駅放送案内マニュアル」（平

成１７年１０月改訂）がそれぞれ整備さ

れおり、また、駅務員の総合的なマニュ

アルとして「接客マニュアル」（平成１８

年９月改訂）が整備されている。 
 
列車内における音声案内は、自動放送

設置車両については自動放送による案内

を基本としつつ、乗務員がマニュアルに

基づき音声案内を行っており、ＬＥＤ式

情報表示装置が設置されている一部の列

車内においては、車内放送に加えて、行

先、次の停車駅、停車駅、乗り換え情報

 

 

 

 

 
案内表示の内容、配置位置等「営業標

識製作規定」に規定されていないものに

ついては、国土交通省により策定された

「公共交通機関旅客施設の移動円滑化ガ

イドライン」に直接準拠して整備を行っ

ているということであるが、よりわかり

やすい案内表示のため、機会を捉えて、

規定の見直しについても検討していくこ

とが望まれる。 
 
 
 
 
利用者の予見可能性を高める視点か

ら、新規車両の導入の機会等を捉えて、

ＬＥＤ式等による情報表示装置でリアル

タイムの情報を提供できるようにするこ

となども含め、案内情報のさらなる充実

について検討することが期待される。 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
（３）駅における案内情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）外国人にもわかりやすい案内情報 

等について、文字（日本語、急行車両は

日本語＋英語）でも情報提供を行ってい

る。 
 また、輸送障害発生時には、運転指令

から列車無線により提供される情報を元

に乗務員が車内放送を行っている。  
 
駅における音声案内は、自動放送設置

駅については自動放送による案内を基本

としつつ、駅務員がマニュアルに基づき

音声案内を行っている。 
主要駅のホーム上や改札口付近には、

ＬＥＤ式情報表示装置が設置され、列車

の運行情報等を文字で提供している。駅

の利用状況等を勘案しつつ、各駅につい

て随時導入を図っていく予定である。 
輸送障害時には、運転指令から伝えら

れた情報を元に各駅の駅務員が構内放送

や掲示板（急告板）等により情報提供を

行っている。 
また、全ての無人駅においても管理駅

からの遠隔放送装置によって情報提供が

行われている。 
 
駅施設等の案内の多言語化について

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外国人観光旅客の受入環境の整備を図



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．バリアフリー対策に関する事項 
（１）バリアフリー化の取り組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）バリアフリー設備の整備状況 

は、日本語と英語の２ヶ国語表示を基本

としつつ、特に外国人の利用者が多いと

考えられるターミナル駅等おいては、日

本語と英語のほか中国語と韓国語を加え

た四カ国語による案内表示を実施してい

る。また、外国人観光客が特に多い駅で

は、日本語、英語、中国語、韓国語でそ

れぞれ個別にリーフレットを作成し、駅

周辺の観光案内、路線図、運賃、切符の

買い方、企画乗車券等について案内を行

っている。 
 
 
西日本鉄道では、計画的に駅のバリア

フリー化を進めることとしており、平成

２２年までに１日当たりの利用者数が５

千人以上の全ての駅において段差の解消

を図ることとしている。 
また、バリアフリー法に基づく基本構

想の策定に当たっての協議会を始め、沿

線自治体による様々な協議会に参加し、

駅周辺と連携したバリアフリー化の推進

に取り組んでいる。 
  
西日本鉄道の全８０駅中、１日当たり

る観点から、車内放送における英語放送

の導入や外国人旅客の利用状況等を踏ま

えた整備駅の拡大等について、適切な対

応を検討していくことが望まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
引き続き、着実にバリアフリー化を推

進していくことが期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
バリアフリー化への積極的な取り組み



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）ソフト面での対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の平均利用者数が５千人以上の駅は２３

駅であるが、そのうち移動円滑化基準上

段差を解消している駅は平成１８年度末

現在で１６駅（整備率６９．６％）、視覚

障害者誘導用ブロックの設置駅は２０駅

（整備率８６．９％）、障害者対応型トイ

レが設けられている駅は１９駅（整備率

８２．６％）となっている。また、現時

点での未整備駅についても、平成２２年

までの整備計画を作成し、関係機関との

協議や検討を行っている。 
 
西日本鉄道では、接客・サービスにつ

いてのマニュアルを各駅に整備し、毎月

一回開催される全員参加の業務研究会に

おいてマニュアルの徹底を行っているほ

か、課題についての検討を行い改善して

いくことによりスパイラルアップを図っ

ている。 
また、ＮＰＯ法人日本ケアフィットサ

ービス協会が認定するサービス介助士２

級の資格の取得を勧めている。 
 さらに、社会福祉協議会や九州運輸局

と連携し、沿線住民や沿線の学校の生徒

等を対象に実際の駅施設を使用したバリ

として評価できる。引き続き積極的な取

り組みが期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
バリアフリー施設の整備に伴い、高齢

者、障害者等の外出機会が増加する中で、

駅務員はもちろん、一般の利用者の理解

と協力の必要性が高まっているところで

あり、今後においても、駅務員等による

資格の取得やバリアフリー勉強会を始

め、さまざまな方法を通じて、心のバリ

アフリーのための努力を積極的に進めて

いくことが期待される。 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
５．乗り継ぎ利便等に関する事項 
（１）自社路線内での直通運転等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）他社路線との相互直通運転 
 

 

 

 

アフリー勉強会を年に１回程度開催して

おり、高齢者、障害者等の疑似体験や駅

のバリアフリー施設の利用方法等につい

ての学習を通じて、鉄道利用者のバリア

フリーに対する理解を深める努力を行っ

ている。 
 
 
自社路線内の直通運転の状況について

は、本線を中心として、太宰府線、甘木

線の２支線と貝塚線で形成されており、

旅客の利用状況等を踏まえ、本線より支

線への直通運転を実施し、利用者の乗り

換えの利便性を高めている。 
列車の運行面については、列車運行本

数の少ない早朝深夜の時間帯は、乗換を

考慮したダイヤ設定を行うとともに、列

車遅延の場合は接続列車の発車時刻の調

整も行っている。 
 
他社路線との相互直通運転について

は、ＪＲ九州鹿児島本線とほぼ並行して

運行されていることから相互直通運転は

実施していない。 
また、貝塚線貝塚駅を接続駅として福

 
 
 
 
 
 
 
 

今後ともさらに乗継ぎ・乗り換えの利

便性を高める方向で検討することが期待

される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

（３）他社路線との乗り換え利便の向上 
 

 

 

 

（４）他社路線との接続確保措置 

 

 

 

 

 

（５）鉄道以外の交通機関との乗り換え利

便 

 
 
 
 
６．輸送障害等発生時の旅客対応に関する

事項 

（１）輸送障害等の発生状況 

岡市交通局箱崎線への相互直通運転につ

いては、駅施設の改良等に多額の設備投

資が必要であることから相互直通運転は

実施していない。 
 
貝塚駅では連絡通路の２つの改札を通

るだけで福岡市交通局との平面上の乗り

換えを可能としており、利用者利便の確

保に努めている。 
 
貝塚線と福岡市交通局との間では、ダ

イヤの設定に当たり利用者利便の確保の

観点からも調整を行っている。 
 また、最終列車の出発時刻についても

調整する措置をとっている。 
 
他モードとの乗り継ぎ円滑化について

は、列車の発車時刻に合わせたバスダイ

ヤの設定を依頼するとともに、最終バス

の出発時刻を調整する措置もとってい

る。 
 
 
 
運転事故・輸送障害等は、平成１８年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
（２）輸送障害等発生時の体制等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

度には２３件が発生している。内訳とし

て人身事故等の部外原因によるものが１

１件、自然災害によるものが２件、鉄道

施設の故障等の部内原因によるものが９

件、インシデント（踏切無遮断）が１件

である。 
 
輸送障害等が発生した場合の対応方法

等については、西鉄グループ全体の基本

的方針を定めた「危機管理規程」「緊急事

態対応規程」により、事故や災害の規模

に応じた社内の対応体制が定められてい

る。 
さらに鉄道事業本部については、上記

規程に基づいて「緊急時の救急体制要綱」

を定め、事故発生時の通報及び処置体制、

利用者及び外部への周知方法等が規定さ

れており、関係者が情報を共有し迅速な

対応が図られることとなっている。 
また、過去地震発生時に、携帯電話等

の通信手段が麻痺状態に陥ったことに鑑

み、専用回線を持った固定電話や携帯電

話を配備し、通信手段の確保を図ってい

る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

（３）利用者等への情報提供等 

 
 
（４）振替輸送等 

 
 
 
 
 
 
（５）遅延証明 
 
 
 
（６）輸送障害時等発生を想定した訓練 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．（１）～（３）のとおり、きめ細か

い情報提供に努めている。 
 
他の鉄道会社への振替輸送について

は、原則行っていない。 
輸送障害の発生により現場が概ね１時

間以上支障することが見込まれ、列車が

折り返し運転をする場合には、バス代替

輸送の手配を行うこととしている。 
 
遅延証明については、発行基準は特に

定めていないが、旅客の申告により遅延

時分を確認した上で発行している。 
 

輸送障害等を想定した教育・訓練につ

いては、「教育訓練実施要領」「鉄道総合

訓練実施要領」「年間教育スケジュール」

により、実施している。 
運転関係においては、毎年「年間指導

（教育）指針」により毎月の研修項目を

定め、作業を行うために必要な知識及び

技能を保有するようマニュアルを前提と

した教育訓練を行っているが、その中で

５月・７月・１月の「業務研究会」及び

１２月の「保安訓練」開催時には、駅係

 
 
 
この取扱いについての苦情等は無く、

地理的・地域的な状況は理解できるもの

の、今後は他の鉄道会社への振替輸送に

ついても検討することが望まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
７．災害対応等に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８．利用者からの意見等に関する事項 

 
 
 
 
 

員も合同で課題に応じた異常時（車両故

障・異常気象他）の運転取扱研究を行っ

ている。 
 
災害時の対応については、輸送障害発

生時と同様に「危機管理規程」「緊急事態

対応規程」「緊急時の救急体制要綱」に規

定し、迅速な対応が図られることとなっ

ている。 
鉄道事業本部では、年に１回、正確な

情報収集、伝達手段及び復旧の指揮命令

系統の確認と習熟を図るために総合訓練

を実施している。また５年に１回は警

察・消防関係と協力し、大規模な総合訓

練を行っている。平成１７年に行われた

総合訓練では、警察・消防を含め４１０

名が参加し、列車の脱線を想定した訓練

を行っている。 
 
電話・メール等による利用者の意見、

要望、苦情等の取扱件数は、平成１７年

度４７５件、平成１８年度４４３件が寄

せられている。 
利用者等からの意見等については、「お

客様の声」として旅客サービス課に報告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９．その他のサービスに関する事項 

（１）暴力行為への対応、迷惑行為等への

対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）健康増進法施行への対応（受動喫煙

防止対策等） 
 

されるとともに、回答が必要なものにつ

いては担当部署から回答を行うこととな

っている。 
また、「お客様の声」は、鉄道事業本部

長まで報告され、グループ全体版として

トップまで報告されるとともに、駅係員

に対しては、管理駅を通じ周知され、業

務研究会等で事例研究の題材と扱われて

いる。 
 
 
暴力行為は、平成１８年度には２０件

発生しており、うち職員への暴力行為は

８件発生している。迷惑行為については、

平成１８年度に痴漢が２７件発生してい

る。 
係員への暴力行為防止策としては、駅

係員マニュアルに対応方等を掲載し注意

を呼びかけており、また、迷惑行為が発

生した場合には、警察と連絡を取り、解

決の依頼を行っている。 
 
天神大牟田線が平成７年４月より、宮

地岳線（現貝塚線）が平成７年７月より、

駅のホームやコンコースの喫煙場所を制

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後、ホームやコンコースを含め全面

禁煙に向けた取り組みが期待される。 
 



   

 
 
 
（３）携帯電話及び優先席の取扱い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）女性専用車両の導入 
 
 
 
 
 
 
 

限し分煙化を行っている。 
 車両については全て禁煙としている。

 
車内での携帯電話の使用について、優

先席付近では携帯電話の電源を切ること

としており、それ以外の場所ではマナー

モードに設定の上通話は遠慮いただくよ

う、駅構内や車内での放送、ＬＥＤ、ポ

スターやステッカーの掲示、車内巡回に

よる注意、駅でのマナーアップキャンペ

ーンにより協力依頼を行っている。 
 優先席は全車両に設置されており、ピ

クトグラムで表示するとともに車内アナ

ウンス、車内巡回による注意、駅でのマ

ナーアップキャンペーンにより協力依頼

を行っている。 
 
女性専用車両については、平成１５年

５月より試験導入し、アンケート調査の

結果を踏まえ、１１月４日より平日７時

４５分～９時２０分に福岡（天神）駅に

到着する急行、快速急行、特急列車（計

１７本）の最後部１両に導入している。

女性専用車両へは身体の不自由な方・

介護者等の乗車も可能であることを、ホ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
（５）駅業務に関する事項 
①駅係員の育成等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
②業務委託 

 
 
 
 
（６）ベビーカーの対応 
 
 
 
 
 

ーム床面の乗車位置案内に表示してい

る。 
 

 
駅係員は全て業務委託（一部在籍出向）

を行っているが、駅業務従事者の育成に

ついては、「年間教育スケジュール」によ

り毎月の教育内容を定め、全職員を対象

にした訓練計画に基づき、安全・接遇・

異常時対応等について研修・教育を実施

している。さらに駅係員の接遇等で再教

育が必要な職員については、外部講師等

を依頼して教育を行っている。 
 
駅業務の外注化については、天神大牟

田線全駅を株式会社西鉄ステーションサ

ービスに、貝塚線全駅を株式会社西鉄宏

済会に業務委託している。 
 
ラッシュ時においては、車内では折り

たたむようお願いしている。閑散時にお

いては、他の利用者の迷惑にならないよ

うにそのまま利用してもらっているが、

列車の急停止に備え車内放送等で注意を

促している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
（７）プラットホームからの転落防止策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（８）遺失物の取扱い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（９）その他のサービスに関する事項 

 
ホームからの落下検知装置は３駅に、

列車非常通報装置は１６駅に設置されて

いる。また、全駅にホーム下待避場所か

待避ステップのどちらかが設置されてい

る。 
ラッシュ時間帯については、複数の駅

員が勤務している駅においてはホーム監

視を行っており、それ以外の混雑駅につ

いては、巡回要員がホーム監視を行うこ

ととなっている。 
 
遺失物については、天神大牟田線では

遺失物検索システムで一元管理を行い、

有人駅及びテレホンセンターから検索で

きるシステムとなっている。遺失物は管

理駅４駅で一定期間保管後、警察に引き

渡すこととしている。貝塚線では、台帳

管理により貝塚営業所に一定期間保管

後、警察に引き渡すこととしている 
緊急の捜索物の場合は、運転指令から

駅又は乗務員に連絡し捜索を行うことと

している。 
 
駅トイレについて、現在トイレットペ

 
今後、落下検知装置等の整備の拡大に

ついて検討することが望まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 ーパーは天神大牟田線、貝塚線あわせて

７１駅のうち、優等列車停車駅等の２７

駅に備え付けられている。これまでいた

ずら等により撤去した経緯もあったが、

今後は利用者からの要望に応じて全ての

トイレに設置する方向で検討を進めてい

る。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


